
 

 
 

令和４年２月 24 日 

区民部国保年金課  

 

令和４・５年度 東京都後期高齢者医療保険料率等について 

 

令和４年１月 28 日に開催された、令和４年第１回東京都後期高齢者医療広

域連合議会定例会において、令和４・５年度保険料率等を議決したため、以

下のとおり報告する。 

 

１ 料率改定の概要 

 後期高齢者医療保険料率は、東京都後期高齢者医療広域連合（以下「広域

連合」という。）が、区市町村との協議を踏まえて２年に１度改定する。 

⑴ 保険料率等の改定 

保険期間 令和４・５年度 令和２・３年度 

保険料率 
均等割額 所得割率 均等割額 所得割率 

46,400 円 9.49％ 44,100 円 8.72％ 

前期比増減 ＋2,300 円 ＋0.77 ﾎﾟｲﾝﾄ ＋800 円 －0.08 ﾎﾟｲﾝﾄ 

平均保険料額 

（対前期比） 

104,842 円 

（3,789 円 3.7％増） 

101,053 円 

（＋3,926 円 4.0％増） 

⑵ 保険料賦課限度額の引き上げ 

   賦課限度額を 66 万円（現行 64 万円）に引き上げる。 

⑶ 特別対策等の継続 

保険料率の増加を抑制するため、令和２・３年度に引き続き、保険料軽減

に係る経費を区市町村の一般会計から負担する。 

⑷ 令和４・５年度後期高齢者保険料の試算 

別紙のとおり 

 

２ その他（窓口負担割合２割実施） 

団塊の世代が後期高齢者になり始めるなか、それを支える若年世代の負担

上昇を抑えるとともに、負担能力のある後期高齢者が可能な範囲で負担して

いくよう、医療機関等の窓口での支払いの負担割合が見直しされた。  

現在、窓口負担割合は医療費等の１割または３割（現役並み所得者）とな

っているが、令和４年 10 月から、一定以上所得のある方については「２割」

となる。 

 ⑴ 対象者（窓口負担割合３割の現役並み所得者は除く） 

    一人世帯・・・課税所得 28 万円以上かつ年収 200 万円以上 

    複数世帯・・・課税所得 28 万円以上かつ年収合計 320 万円以上 

〔資料４〕   
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⑵ 配慮措置 

２割負担への変更により影響が大きい外来患者について、令和４年 10 月

1 日の施行後３年間、１か月分の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う

負担増加額を 3,000 円までに抑える措置を導入する。 

 ⑶ 周知広報 

   ねりま区報（3 月 11 日号）、区ホームページにより周知する。また、広域

連合の広報紙「東京いきいき通信」（3 月 12 日発行）に掲載する。 
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●単身世帯モデルケース

　単身世帯で収入が年金収入のみの場合

均等割軽減 所得割軽減 均等割軽減 所得割軽減

80万円　 13,900 円 7割 － 13,200 円 7割 － 700 円 5.3％

153万円  13,900 円 7割 － 13,200 円 7割 － 700 円 5.3％

168万円　 21,000 円 7割 5割 19,700 円 7割 5割 1,300 円 6.6％

173万円　 37,400 円 5割 2.5割 35,100 円 5割 2.5割 2,300 円 6.6％

200万円　 81,700 円 2割 軽減無し 76,200 円 2割 軽減無し 5,500 円 7.2％

240万円　 128,900 円 軽減無し 軽減無し 119,900 円 軽減無し 軽減無し 9,000 円 7.5％

　※1 窓口負担が２割となる可能性が出てくる下限の収入額

●２人世帯（夫婦共に後期高齢者）モデルケース
　夫婦ともに後期高齢者医療制度の被保険者で、本人の収入が年金のみ、配偶者の収入が年金80万円の場合

均等割軽減 所得割軽減 均等割軽減 所得割軽減

夫 80万円　 13,900 円 7割 － 13,200 円 7割 －

妻 80万円　 13,900 円 7割 － 13,200 円 7割 －

夫 153万円　 13,900 円 7割 － 13,200 円 7割 －

妻 80万円　 13,900 円 7割 － 13,200 円 7割 －

夫 168万円　 21,000 円 7割 5割 19,700 円 7割 5割

妻 80万円　 13,900 円 7割 － 13,200 円 7割 －

夫 173万円　 37,400 円 5割 2.5割 35,100 円 5割 2.5割

妻 80万円　 23,200 円 5割 － 22,000 円 5割 －

夫 240万円　 119,600 円 2割 軽減無し 111,100 円 2割 軽減無し

妻 80万円　 37,100 円 2割 － 35,200 円 2割 －

夫 300万円　 185,900 円 軽減無し 軽減無し 172,200 円 軽減無し 軽減無し

妻 　80万円　 46,400 円 軽減無し － 44,100 円 軽減無し －

　※1 窓口負担が２割となる可能性が出てくる下限の収入額

年金収入

年金収入

令和４・５年度　保険料の試算

令和４・５年度
保険料差額　 増加率

令和４・５年度
保険料差額　 増加率

令和３年度

保険料/年

令和３年度

保険料/年

16,000 7.4％

10,400 7.1％

1,400 5.3％

円

円

円

円

円

保険料/年

3,500

保険料/年

6.1％

2,000 6.1％

円1,400 5.3％

※1

別紙

※1

※1

3


